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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教育改善活動においてその中心的な役割を果たす組織として，以下の三つの組織が作られて

いる(資料９－１－①－１)。 

１）教育点検評価委員会(資料９－１－①－２) 

２）教育改善委員会(資料９－１－①－３) 

３）教務委員会(資料９－１－①－４) 

 これら三つの組織は互いに連携して教育の質の向上と改善を行っている。教育点検評価委員会は，

教育の質の向上と改善への取り組みについて中心となって評価を行う組織であり，各種資料，データ

の収集を行っている。 

 教育活動の実態を示す資料として，毎年，各授業科目の毎年のシラバス・使用教科書一覧，試験問

題・模範解答・最高点答案・ボーダライン答案・レポート・製図等を学生課で保管している（資料９

－１－①－５）。そして，シラバスにもとづいて成績を評価した成績評価シートも学生課に保存して

いる。これらの収集したデータや答案資料は，教育点検評価委員会がチェックし，教育改善委員会が

改善案を立案し，教務委員会に報告している（資料９－１－①－６～７）。個々の学生の成績に関す

る資料は，教員が電算システムを通して閲覧することができるようになっている（資料９－１－①－

８）。 

なお，個人データが校外に流出しないよう，管理は学生課教務係で一元的に行っている。また，本

校で発行している学校総覧，教員総覧などの定期刊行物，本校主管の教育方法改善共同プロジェクト

の中間報告書や最終報告書，などの教育活動の実態を示す各種の資料は総務課で一括管理している

（資料９－１－①－９）。 

 

観点９－１－① 資料一覧 

資料９－１－①－１ 教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ) 

         （出典：教務委員会資料） 

資料９－１－①－２ 教育点検評価委員会規程  （出典：規程集） 

資料９－１－①－３ 教育改善委員会規程  （出典：規程集） 

資料９－１－①－４ 教務委員会規程   （出典：規程集） 

資料９－１－①－５ 平成19年度学業成績に係わる資料の保存について 

         （出典：教務委員会資料） 

資料９－１－①－６ 平成18年度教育点検評価委員会報告書（抜粋） 

         （出典：教育点検評価委員会資料） 

資料９－１－①－７ 平成18年度 教育改善委員会活動報告書（抜粋） 

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－①－８ 平成18年度成績一覧(抜粋) （出典：学生課資料） 

資料９－１－①－９ 管理している資料の例  （出典：総務課資料） 
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資料９－１－①－１ 

教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ)  

 

（出典：教務委員会資料） 
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資料９－１－①－２ 

 

鶴岡工業高等専門学校教育点検評価委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校に鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第２項の規定に基

づき、教育点検評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育目標、方針、手段及び教育環境の点検評価に関する事項 

 二 ＪＡＢＥＥプログラムの点検評価に関する事項 

 三 その他教育の点検評価に関し必要な事項 

 

（出典：規程集） 

 

資料９－１－①－３ 

 

鶴岡工業高等専門学校教育改善委員会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校に鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第２項の規定に基

づき、教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育目標、方針、手段及び教育環境の改善に関する事項 

 二 ＪＡＢＥＥプログラムの改善に関する事項 

 三 その他教育の改善に関し必要な事項 

 

（出典：規程集） 
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資料９－１－①－４ 

 

鶴岡工業高等専門学校教務委員会規程（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡工業高等専門学校教員組織規程第１４条第３項の規定に基づき、教務委

員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の名号に掲げる事項を審議する。 

 一 教育課程に関する事項 

 二 教育点検評価に関する事項 

 三 教育改善に関する事項 

 四 卒業、修了及び進級等に関する事項 

 五 学校行事に関する事項 

 六 授業時間割の編成に関する事項 

 七 ＪＡＢＥＥ対応に関する事項 

 八 非常勤講師の授業担当に関する事項 

 九 教務に関し、校長が諮問した事項 

 十 その他教務に関し必要な事項 

（小委員会） 

第５条 委員会に、特に専門的事項を調査審議し、又は実施するために次の小委員会を置く。 

 一 学科等横断的カリキュラム検討小委員会 

 二 視聴覚教育小委員会 

２ 小委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（出典：規程集） 
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資料９－１－①－５ 
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資料９－１－①－５続き 

 

 

 

（出典：教務委員会資料） 
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資料９－１－①－６ 

平成18年度教育点検評価委員会報告（抜粋） 

 

平成１９年４月１０日 

 

鶴岡工業高等専門学校 校長殿 

 

教育点検評価委員会委員長 

 

平成１８年度教育点検評価委員会報告書 

 

３ その他の本校教育の課題と提言 

イ） オフィスアワー 

 平成１６年度以降、本校はオフィスアワー制度を導入し、学生と教員に確実に浸透してきてい

る。これは大きな成果である。しかし、オフィスアワーの利用頻度についてはまだ増加させる余地

が十分にある。エビデンスとしてのオフィスアワー記録の提出は全教員の半数程度に留まってお

り、提出教員数の増加が望まれる。 

ロ）教育および研究活動の時間確保 

 平成１９年度の認証評価審査および JABEE 中間審査に向け、学内で様々な教育改善と整備が進め

られている。これ自体は大いに評価すべきことではある。一方これらの教育改善活動に伴い、その

準備、特にエビデンスの整備と報告書作成のために多くの教員が動員されている。こういった状況

下で、これらの作業に費やされる時間のために、平常の教育活動・研究活動に支障が生じていると

の意見が、多くの教員から寄せられている。効率的な作業と適正な作業分担が是非とも望まれる。 

ハ）情報共有 

 教育改善が本校で軌道に乗り活発になると同時に、情報共有の不十分さが見られるとの指摘がさ

れた。メール等を利用した情報提供は、非常に盛んに行われている。しかし情報数の多さの中で、

最重要の情報が埋没してしまう傾向が出てきた。 

 教育改善活動に関わる情報提供をより懇切丁寧に行う必要がある。前述の多くの問題点の原因

は、情報共有の不十分さから生じている場合が多い。平成１９年度以降は、メール伝達だけに頼る

ことなく、教員会議を利用した対面・一斉方式による効率的かつ効果的な情報共有を行う必要があ

る。教員会議の活用は重要である。 

ニ）ＰＤＣＡサイクル運用の高度化 

 平成１８年度より本校では、教務委員会・教育点検評価委員会・教育改善委員会によるＰＤＣＡ

サイクルが確立され、本校教育の持続的な点検・評価・行動が行われるようになり、一定の成果を

挙げてきた。これは前述した各点検評価項目で述べた通りである。 

 しかし、改善すべき点も多い。その最大のものは、前記三委員会の役割分担の明確化と、それに

伴う確実な情報提供と指示の徹底である。教務委員会が本校教育のグランドデザインを担うものと

位置づけられており、本校教育活動の中枢を担うものである。教務委員会からの教員への指示徹底

が望まれる。 

 

４ 次年度への課題 

 平成１９年度は、１８年度の課題を継承して、以下４点を重点評価項目とする。 

イ）シラバスの内容充実と編集・作成の効率化 

ロ）卒業研究・専攻科研究の「研究ノート」の内容充実 

ハ）「学修の記録」の記入内容の充実と、その活用 

ニ）教育活動に関連する情報共有 

 

 

（出典：教育点検評価委員会資料） 
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資料９－１－①－７ 

平成１８年度 教育改善委員会活動報告書（抜粋） 

 

平成１９年３月３１日 

学校長 殿 

平成１８年度 教育改善委員会活動報告書 

 

教育改善委員会 飯島政雄（委員長）、上松和弘、 

本橋 元、佐藤 淳、吉住圭市  

 

３．活動の内容 

（４）改善報告 

（資料６：教育改善委員会からの報告とお願い、資料７：教育改善委員会からの改善報告と依頼＃

２） 

◎授業参観および授業アンケートへの協力依頼と「学修の記録」の改善案を教務主事に提出した。 

◎シラバス様式、カリキュラム検討、教務事務サイトについて改善案を教務主事に提出した。 

 

 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－①－８ 

平成 18 年度成績一覧（抜粋） 

 

不開示情報 

 

 

 

（出典：学生課資料） 
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資料９－１－①－９ 

管理している資料の例 

刊行物 内    容 表 紙 請求先 

学校総覧  

本校の組織、学科・専攻科、施設、

学生、就職・進学、学園生活などを

広く案内するガイドブックです。 

本校の全体像が中学生にも一目で分

かるよう、また情報・データが学校

の先生や企業・行政の方々には役立

つよう作られています。 

 

総務課  

総務係 

教員総覧  

教育研究者たちのプロフィー

ル 

本校で教育研究に活躍する全教員の

教育研究分野や略歴などを簡潔に紹

介する人別帳です。 

校外の方々と本校教員の出会いと人

間的絆の源泉になります。 

 

企画室  

企画・連携係 

中学生の皆さんへ 

鶴岡高専 探検記 

2006 

   

 

学生課  

教務係 

鶴岡高専だより   

 

総務課  

総務係 

研 究 紀 要   

 

総務課  

図書情報係 
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資料９－１－①－９続き 

 

専攻科入学案内 

本校専攻科（機械電気システム工学

専攻、物質工学専攻）に入学を希望

する学生に対して、専攻科の教育課

程や入学に必要な経費等を案内しま

す。 

 

学生課  

教務係 

２１世紀の実践的工業技術者

の育成 

就職活動を効果的に行うため、全国

の企業等に対して、本校の教育目標

や各学科の紹介をします。 

 

学生課  

学生係 

地域共同テクノセンターリポ

ート 
  

 

企画室  

企画・連携係 

地域共同テクノセンター 

 

－センターリーフレット－ 

  

 

企画室  

企画・連携係 

地域共同テクノセンターニュ

ース 
  

 

企画室  

企画・連携係 

新たなるステップをめざして 

 

自己点検・評価報告書 

平成 13 年度において実施した第三回

自己点検・評価を、報告書として公

表したものです。 

 

企画室  

企画・連携係 
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資料９－１－①－９続き 

 

外部評価報告書    

 

企画室  

企画・連携係 

創立四十周年記念誌    

 

総務課  

 

高専における国語コミュニケ

ーションスキル教育の評価と

改善 

 

最終報告書 

高専における国語教育のあり方を、

コミュニケーションスキル教育を機

軸として、抜本的に見直すのに必要

な調査研究を、広範な視点に立って

実施することを主目的にし、あわせ

て外国語教育についても同様の視点

から考究したものです。 

 

総務課  

 

 

（出典：総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育活動の実態を示すデータとして，シラバス・使用教科書一覧，試験答案，成績評価シート

等の資料を適切に収集・蓄積する体制が整備され，適切に保管されている。また，これらのデー

タを用いて評価，改善する機関として，教育点検評価委員会，教育改善委員会，教務委員会が整

備されている。このことから，本校では，教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや

資料が適切に収集・蓄積され，評価を実施できる体制が整備されている。 

 

 

観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行われており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映

されているか。 

（観点に係る状況）  

 学生による授業評価として「授業アンケート」を平成15年から実施している。「授業アンケート」

は教育改善委員会の下に毎年改善を重ね，平成18年は専攻科生を含む全学生を対象に学年末の時期に

実施した（資料９－１－②―１）。平成18年に実施した授業アンケートは，無記名方式で行い，科目

毎にマークシート方式と自由記述欄からなる(資料９－１－②－２)。 
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教育改善委員会はアンケートの回収，整理を行い，各教員は担当する科目に関するアンケート結果

をウェブページ上で閲覧することができる（資料９－１－②－３）。実施された授業アンケートの結

果は教育改善委員会が報告書にまとめ，学生向けにもアンケートの集計結果が掲示されている（資料

９－１－②－４～５）。教員は結果にもとづいて改善を図る。具体的な改善内容は基準９－１－⑤で

述べる。 

 授業以外の学生生活全般に関わる満足度について平成17年度に「学生生活実情調査」を実施し，平

成18年度に報告書にまとめ，分析を行った(資料９－１－②－６～７)。分析結果を受け，実現可能な

範囲で対応を図り，平成18年度は老朽化の激しい学寮の一部内装を改修した。 

 

観点９－１－② 資料一覧 

資料９－１－②－１ 授業アンケート実施要項  （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－２ 平成 18 年版授業アンケート用紙 （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－３ 授業アンケートの結果表示ウェブページ  

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－４ 平成 18 年度授業アンケートの総括 

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－５ 平成 18 年度授業アンケートの結果について（学生向け） 

         （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－②－６ 学生生活実情調査のアンケート用紙 

         （出典：学生委員会） 

資料９－１－②－７ 学生生活実情調査集計結果報告書(抜粋) 

         （出典：学生委員会） 
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資料９－１－②－１ 

授業アンケート実施要項 

 

教員 各位 

 

                           教務主事 

                           教育改善委員会 

 

授業アンケート実施要項 

 

（１）対象科目：本科，専攻科の後期および通年の全科目 

       （実技科目や実験，卒研，専研なども含みます。） 

 

（２）実施日時：学年末における当該科目の最終の授業日時を原則 

       （授業時間の最後10～15分程度を利用してください。） 

 

（３）実施担当：当該授業の担当教員 

       （授業クラスの単位で各教員が行ないます。） 

 

（４）用紙配付：各学科の改善委員が実施担当教員に配布 

       （実施予定日近くになっても配布されないときは委員に 

        請求してください。： 

        Ｇ；上松，Ｍ；本橋，Ｅ；佐藤淳，Ｉ；吉住，Ｂ；飯島） 

 

（５）実施要領：用紙を配付し，注意事項（同封済）を説明する。  

        特に科目コードにミスがないよう強調する。      

   

        全員が書き終えたら回収する。 

 

（６）用紙回収：実施担当教員が上記委員に返却 

       （あらかじめ用紙は科目毎に封筒詰めになっています。） 

 

（７）その他：鉛筆が必要な場合は，教務係にあります。 

       卒研，専研については実施日時を学科にお任せます。   

 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－②－２ 

平成18年版授業アンケート用紙 
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資料９－１－②－２続き 

 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－②－３ 

授業アンケートの結果表示ウェブページ 

 

  

  

  

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－②－４ 

 

 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－②－５ 

 

 
 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－②－６ 

学生生活実情調査のアンケート用紙 

 

 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 435 - 

 

資料９－１－②－６続き 
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資料９－１－②－６続き 
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資料９－１－②－６続き 

 

 

（出典：学生委員会） 
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資料９－１－②―７ 

 

学生生活実情調査集計結果報告書(抜粋) 
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資料９－１－②―７続き 
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資料９－１－②―７続き 
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資料９－１－②―７続き 

 

 

 

（出典：学生委員会） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では学習について「授業アンケート」，学生生活全般について「学生生活実情調査」を実施

し，学生の意見の聴取を行っている。聴取された結果については評価・分析を行い，全教員及び学

生に示されている。教員はこの結果にもとづいて教育の改善を図っている。このことから，本校で

は，学生の意見の聴取が行われ，教育の状況に関する自己点検・評価が適切な形で反映されている。 

 

 

観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況）  

 学外関係者の意見を聴取する組織として，運営協議会，外部評価会議及び鶴岡高専技術振興会があ

る。 

 運営協議会を平成 14 年に設置した（資料９－１－③－１）。外部評価会議を平成 15 年と平成 18

年に実施した（資料９－１－③―２～３）。外部評価会議では，地域に関する産学官の校外の代表的

有識者に評価委員になっていただき，自己点検評価の妥当性を審議してもらうものである。平成 15

年には，「地域密着型高専としての中期計画の可否」に限る５項目，１．基本戦略，２．入学者の質

（適性）と数の確保，３．地域が求める質と数の人材養成，４．就職対策，５．地域共同研究の促進

について審議をお願いした。審議の中で，学科の枠を取り払った「一括入試」や混合学級の可能性，

本校の英語教育の基本は何か，などの問題提起がなされた（資料９－１－③－４）。それらは観点５

－２－①で示した数学の習熟度別授業や英語のＴＯＥＩＣ受験義務化の形で生かされている。平成

18 年度にも同様に実施した（資料９－１－③－５～６）。 

 鶴岡高専技術振興会は，本校の教育研究を支援する地元自治体や企業を会員とした組織である。総

会や催事を通じて会員と意見交換を行っている（資料９－１－③－７～８）。 

 卒業生に対しては５年に１回の頻度で卒業生アンケートを実施することになっており平成 18 年度

に実施した（資料６－１－⑤－２参照）。山形県に事業所を構える企業を対象にしたアンケートも５

年間に１回の頻度で実施することとし，平成 16 年度に実施した（資料６－１－⑤－３参照）。この

中で英語力の強化が求められ，ＴＯＥＩＣ受験の義務化で対応している。各専門学科では，毎年夏季

休業中に学生の工場実習を受け入れてくれた企業を表敬訪問するとともに，企業側の意見を伺ってい

る（資料９－１－③－９）。また，学生が就職した企業に教員がお礼と卒業生への激励をかねて訪問

している（資料９－１－③－10）。その際に企業や卒業生から有益な話を伺うことが多く，教育や指

導に反映させている。 
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観点９－１－③ 資料一覧 

資料９－１－③－１ 運営協議会規程 （出典：規程集） 

資料９－１－③－２ 平成 15 年度外部評価報告書 

       （出典：平成 15 年度 外部評価報告書） 

資料９－１－③－３ 平成 18 年度外部評価報告書 

       （出典：平成 18 年度 外部評価報告書） 

資料９－１－③－４ 平成 15 年度学外関係者の意見(抜粋) 

       （出典：平成 15 年度 外部評価報告書，p.58） 

資料９－１－③―５ 平成 18 年度外部評価の対象 

       （出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.５） 

資料９－１－③－６ 平成 18 年度学外関係者の意見(抜粋) 

       （出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.51） 

資料９－１－③－７ 鶴岡高専技術振興会規約 

       （出典：鶴岡高専技術振興会規約） 

資料９－１－③－８ 技術振興会総会議事（出典：総務課資料） 

資料９－１－③－９ 夏季工場実習巡回指導報告 

       （出典：学生課資料） 

資料９－１－③－10 企業訪問報告書 （出典：学生課資料） 

 

資料９－１－③－１ 

 

鶴岡工業高等専門学校運営協議会規程（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 鶴岡工業高等専門学校（以下「本校」という。）に鶴岡工業高等専門学校運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 協議会は、次の事項について点検・評価をし、助言、指導を与える。 

 一 管理運営に関すること 

 二 教育研究活動に関すること 

 三 学生生活に関すること 

 四 地域との連携に関すること 

 五 その他、正副委員長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから、校長が委嘱した委員及び校長をもって組織する。 

 一 本校の所在する地域の関係者 

 二 大学その他の教育研究機関の職員 

 三 その他高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者 

 

（出典：規程集） 
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資料９－１－③－２ 

平成 15 年度外部評価報告書 

 

 

（出典：平成 15 年度 外部評価報告書） 
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資料９－１－③－３ 

平成 18 年度外部評価報告書 

 
 

（出典：平成 18 年度 外部評価報告書） 
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資料９－１－③－４ 

平成15年度学外関係者の意見(抜粋) 

 

（出典：平成15年度 外部評価報告書，p.58） 
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資料９－１－③－５ 

平成 18 年度外部評価の対象

 

（出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.５） 
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資料９－１－③－６ 

平成18年度学外関係者の意見(抜粋) 

 

 

平成１５年１０月，学外有識者の方々から，本校の「地域密着型高専としての中期５カ年計画」

を評価していただきました．本校としては初めての外部評価でしたが，地域密着型の方向性は高い

評価を得ました． 

  

今回は，機構の中期計画に沿って，さらに地域密着型高専としての平成１６年度と１７年度の活

動を評価して頂きました．評価項目は先に示した通りです．２時間余にわたる審議のなかでの，主

な指摘・提案事項は次の様なものでした． 

１．内申点の傾斜配点，教科の傾斜配点を，中学校側へ説明しているのか？ 

２．電子電気工学科の志願者減の原因は？ 

３．ボランティア活動の推進は？ 

４．地域高等教育機関の学生間交流は？ 

５．安全教育は？ 

６．中学卒業から高専入学までの期間を早期学習に利用するのは？ 

７．入学者の学力レベルに合わせたカリキュラムの検討は？ 

８．学生指導に中学との連携を 

９．地域企業への就職は？ 

10．科研費の申請率を高めたら？ 

  

 学内で，気にもとめなかったこと，気にかかっていたこと，検討していたこと，が指摘されまし

た．加えて，高専機構の中期計画に対し，本校が未だ達成していない事項も残っています．指摘・

提案事項を真摯に受け止め可能な範囲でお応えし，未達成の事項を成し遂げることが本校の務めと

考えます． 

一方，優れた点として，地域密着の努力，特に現代ＧＰの採択を挙げて頂きました． 

 

（出典：平成 18 年度 外部評価報告書，p.51） 
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資料９－１－③―７ 

 

鶴岡高専技術振興会規約（抜粋） 
 
 （設置） 

第１条 本会は、鶴岡工業高等専門学校（以下「高専」という。）及び地域企業等との連携を促進

し、地域の産業発展及び高専の研究教育機能の充実に寄与することを目的とし、鶴岡高専技術振

興会を設置する。 

 （事業） 

第２条 本会は、次の事業を行う。 

 (1) 高専及び地域企業との連携・協力の強化に関すること。 

 (2) 高専及び地域企業の研究開発能力の向上並びに研究開発の推進に関すること。 

 (3) 高専及び地域企業の連携に繋がる情報提供及び調整に関すること。 

 (4) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。 

 （会員） 

第３条 本会は、設立の目的に賛同する法人及び個人の会員によって組織する。 

 （役員） 

第４条 本会に次の役員を置く。 

 会 長 １名 

 副会長 ２名 

 理 事 １５名以内 

 監 事 ２名 

 （役員の選任） 

第５条 本会の会長は、総会において会員の中から選出する。副会長、理事及び監事は、会長が総

会に諮り選出する。 

 （役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。なお、補欠選出された役員は、前任者の残任期

間とする。 

 （役員の任務） 

第７条 役員の任務は、次のとおりとする。 

 (1) 会長は、本会を代表し、本会を総理する。 

 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 (3) 理事は、本会の企画運営をする。 

 (4) 監事は、本会会計を監査する。 

 （顧問） 

第８条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長に諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 

 （会議） 

第９条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

２ 本会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

３ 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。 

 （総会） 

第１０条 総会は、毎年１回開催し、次の事項を審議決定する、ただし、必要のある時は、臨時に

召集することができる。 

 (1) 予算及び決算に関すること。 

 (2) 事業計画及び事業実績に関すること。 

(3) その他重要事項に関すること。 

 （役員会） 

第１１条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、総会に付する事項その他の必

要事項を審議する。ただし、役員会は、役員の半数以上が出席しなければこれを開くことができな

い。 
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資料９－１－③―７続き 

 

 （会計） 

第１２条 本会の会計は、負担金、助成金、寄付金等の収入をもって充当する。 

２ 負担金の額及び徴収方法は、役員会において決定する。 

 （事業年度） 

第１３条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

 （事務局） 

第１４条 本会の事務局は、(財)庄内地域産業振興センター内に置く。 

 （その他） 

第１５条 本規約に定めるものの他、必要な事項は会長がこれを定める。 

附 則 

 この規約は、平成１４年５月２８日から施行する。 

 

 

（出典：鶴岡高専技術振興会規約） 
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資料９－１－③－８ 

 

技術振興会総会議事 

 
 

（出典：総務課資料） 
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資料９－１－③－９ 

 

夏季工場実習巡回指導報告 

 

 

（出典：学生課資料） 
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資料９－１－③－10 

 

企業訪問報告書
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資料９－１－③－10 続き 

 

 

（出典：学生課資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 学外関係者から教育の現状について意見を聴取する組織として外部評価会議，鶴岡高専技術振興会

が整備されている。さらに定期的に卒業生，地元企業へのアンケート調査を行い意見の聴取を行って

いる。学外関係者の意見が教育の状況に関するに自己点検・評価に適切な形で反映されている。 

 

 

観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付け

られるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な

方策が講じられているか。 

（観点に係る状況）  

 平成 18 年度から教育の質の向上や改善に関する活動を，ＰＤＣＡサイクルに合わせてＰ（計画），

Ｃ（点検），Ａ（改善）の組織で行うことにした（資料９－１－④－１）。ＰＤＣＡサイクルを構成

するＰは教務委員会，Ｃは教育点検評価委員会，Ａは教育改善委員会が担当する。 

 Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａを経た教育改善方策は最終的にまたＰの教務委員会で具体案を審議できるようにし，

教員団のＤ（実践）に機敏に指示を出せるようなっている。 

ＰＤＣＡサイクルに関わる諸組織が行った教育活動の改善例として，基準５－２－②で述べられたよ

うにシラバスの改善活動があげられる。 

平成 18 年度に，シラバスが教育課程編成の趣旨から逸脱していないか，あるいは内容が学生にわか

りやすいかを教育点検評価委員会がチェックし，教育改善委員会が書式，項目等を教務委員会に建議

している(資料５－２－②－２参照，資料５－１－①－６参照)。 

 以上から，各種の評価の結果を教育の質の向上，教育課程の見直しなどの具体的かつ継続的な方策

に結びつけるシステムが整備されていると言える。 

 

観点９－１－④ 資料一覧 

資料９－１－④－１ 教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ)  （出典：教務委員会資料） 

 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 456 - 

 

資料９－１－④－１ 

教育改善活動諸委員会の関係(ＰＤＣＡ) 

 

 

（出典：教務委員会資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

教育活動の点検・評価を行う組織として教育点検評価委員会，教育活動の改善対策を行う組織とし

て教育改善委員会，教育の計画を策定する組織として教務委員会が整備されている。これらの組織が

役割を分担し合って各種評価の結果を教育の質の向上，改善に結びつけているシステムが整備されて

いる。 

以上により，各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結びつけるシステムが整備されている。

教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が講じられている。 

 

 

観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況）  

 教育改善委員会が集計・分析した学生授業アンケートは，年度末に各科目毎に集計され教員に通知

される（資料９－１－⑤―１）。各教員はアンケートの集計結果を，学内閲覧用のウェブページを通

じて閲覧できる(資料９－１－②－３参照)。このウェブページを介して得られたアンケート結果に対

して，各教員は科目毎にコメントすることになっている(資料９－１－⑤―２)。これらのコメントか

ら校長，教務主事は個々の教員の改善活動状況を把握している。 

 教育内容の改善のために，平成 16 年度から教員相互の授業参観及び参観報告書をもとにした授業

参観研修会が学科毎に実施され，報告書が教務主事に提出される(資料９－１－⑤―３)。 

 

観点９－１－⑤ 資料一覧 

資料９－１－⑤－１ 学生授業アンケート結果の開示／コメント依頼 

          （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－⑤－２ 授業アンケートへのコメント一覧(抜粋) 

          （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－１－⑤－３ 授業参観研修会議事録   （出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－⑤－１ 

学生授業アンケート結果の開示／コメント依頼 

 

   教員各位 

                      教育改善委員会 

 

本日の教員会議で報告しましたように，下記の URL アドレスから 

担当科目のアンケート結果を閲覧することができます。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

つきましては，結果表示画面に付属のコメント欄に感想や授業改善 

に向けての方策等を記入し，３月中に返信してください。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

閲覧に際しての補足説明を以下に示します。 

 

（１）アンケート結果は，基本的に当該授業の担当者あるいは成績入力 

担当者が学内だけのウェブ上で科目毎に閲覧できるようになっている。 

下記 URL を開き，教務事務システムと同様の「名前」と「パス ワード」 

を入力すればよい。 

 

（２）卒研などの複数担当授業は学科長や担任に，非常勤担当科目は 

成績入力者が閲覧できるようになっている。 

 

（３）結果の表示の仕方は昨年にならい，設問項目毎に 5 段階の回答 

結果を棒グラフにしている。さらにその結果をクラス，学年，全体平均 

と比較している。「自由記述欄」については，スキャナで取り込まれた 

紙面がそのまま一覧になっている。 

 

（４）非常勤担当科目について，当該非常勤への結果の返却は今のところ 

行いません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アンケート結果閲覧の URL は次の通り 

 

http://160.18.8.57/q/ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

以上，よろしくお願いいたします。 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－⑤－２ 

授業アンケートへのコメント一覧(抜粋)  

  

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－１－⑤－３ 

 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 学生による評価や教員相互の評価等を行って，教育活動の改善のための方策を重ねてきており，教

員の意識も深まってきている。また，学校としても教員の改善活動を把握している。 

 

 

観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では基本教育目標に「創造力に富んだ技術者」を養成し，「実際の問題に応用できる能力」を

培うことをあげている。その立場から，各教員の専門分野における研究の成果は，卒業研究，専攻科

研究，関連分野の講義に有効に活用されている（資料９－１－⑥－１）。教育活動の改善に研究成果

を適用した一例としては，機械工学科において，マイコン制御実験の拡充を目的に行った「メカトロ

ニクス教育のための学生実験装置の開発」の成果を５年生の学生実験に応用している（資料９－１－

⑥－２～３）。卒業研究においてソーラーカーの開発に取り組み，積極的に外部のレースに参加する

などの実践的教育も行われている(資料９－１－⑥－４)。 

教育方法の改善を主とする研究は，本校が主管校になって行った平成 14～15 年度国専協教育方法

改善共同プロジェクト「高専における国語コミュニケーションスキル教育の評価と改善」等に結実し

ており，実際の授業やシラバスに生かされ，学生の俳句大会での相次ぐ入賞という結果にもつながっ

ている（資料９－１－⑥－５～７）。 

 卒業研究や専攻科における専攻科研究では，各教員の研究分野を生かした指導を行っている。これ

らの研究を通じて，専門知識を深め，研究の進め方，まとめ方，報告書の執筆・発表の仕方等を身に

付けている。また，その結果，教員の指導のもとで多くの学生による学会発表が行われている（資料

９－１－⑥―８）。 

 

観点９－１－⑥ 資料一覧 

資料９－１－⑥－１ 研究と授業への適用の例 

     （出典：研究紀要委員会） 

資料９－１－⑥－２ 研究の活用例 

     （出典：2006 年鶴岡高専研究紀要，p.83） 

資料９－１－⑥－３ 機械工学実験シラバス(機械工学科 5 年生) 

     （出典：平成 19 年度 シラバス，p.M-50） 

資料９－１－⑥－４ ソーラーカーの開発 

     （出典：平成 18 年度 機械科卒研発表会資料） 

資料９－１－⑥－５ 国語教育法の改善 

     （出典：高専における国語コミュニケーションスキル教育の評価 

       と改善 最終報告書） 

資料９－１－⑥－６ コミュニケーションスキルを考慮した 3 年生国語(全学科対象) 

     （出典：平成 19 年度シラバス，p.G-35） 

資料９－１－⑥－７ 鶴岡高専生俳句大会で入賞相次ぐ 

     （出典：山形新聞） 
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資料９－１－⑥－８ 学生の学会発表 

     （出典：地域共同テクノセンターリポート 2007, pp.52～53） 

 

資料９－１－⑥－１ 

研究と授業への適用例 

 

氏名 課題 雑誌、号、年度、ページ 対応科目

渡邉隆之
VCCM法による2次元き裂エネルギー解法率
計算におけるFEMモデルの影響に関する研
究

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、９－１２

制御情報工学科
数値解析

大河内邦子
新聞教材を用いたコミュニケーションスキル
教育の試みⅡ

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、５３－５６

総合科学科
国語

佐々木裕之 入門者用マイコン教材の開発
鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、５７－６０

機械工学科
マイコン制御

武市義弘、佐藤淳
e-Learning教材の活用方法と導入効果につ
いて

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、６１－６３

電子電気工学科
情報通信

大久保準一郎
PID制御の教育用シミュレーションプログラミ
ングについて

鶴岡高専研究紀要、４０、２００
５、６５－６８

制御情報工学科
制御工学実験（5年）

畑江美佳
鶴岡高専における英語コミュニケーション授
業の試み

鶴岡高専研究紀要、４１、２００
６、９－１４

総合科学科
英語

大河内邦子、石田みどり
高専1年生における校外研修レポートの指導
例

鶴岡高専研究紀要、４１、２００
６、７７－８１

総合科学科
国語

佐々木裕之
メカトロニクス教育のための学生実験装置の
開発

鶴岡高専研究紀要、４１、２００
６、８３－８６

機械工学科
機械工学実験（5年）

 

 

（出典：研究紀要委員会） 
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資料９－１－⑥－２ 

研究の活用例 

 

（出典：2006 年鶴岡高専研究紀要，p.83） 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 464 - 

 

資料９－１－⑥－３ 

機械工学実験シラバス(機械工学科5年生) 

 

 

（出典：平成 19 年度 シラバス，p.M-50） 
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資料９－１－⑥－４ 

ソーラーカーの開発 

 

 

（出典：平成 18 年度 機械科卒研発表会資料） 
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資料９－１－⑥－５ 

国語教育法の改善 
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資料９－１－⑥－５続き 

 

（出典：高専における国語コミュニケーションスキル教育の評価と改善 最終報告書） 
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資料９－１－⑥－６ 

コミュニケーションスキルを考慮した3年生国語(全学科対象) 

 
（出典：平成 19 年度シラバス，p.G-35） 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 469 - 

 

資料９－１－⑥－７ 

 

（出典：山形新聞） 
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資料９－１－⑥－８ 

 

 

 
 

（出典：地域共同テクノセンターリポート 2007，pp.52～53） 



鶴岡工業高等専門学校 基準９ 

- 471 - 

（分析結果とその根拠理由）  

 専門科目一般科目を問わず，本校教員の研究成果は教育活動に還元されている。教員と協力して研

究活動を行う５年生の卒業研究，専攻科生の専攻科研究で，学生の研究・発表能力が向上し，多くの

成果があがっている。以上のことから，教員の研究活動が教育の質の改善に寄与していると判断され

る。 

 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施され

ているか。 

（観点に係る状況）  

 教育上の任務と工夫，授業の改善と工夫等に関するファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ活

動）の中心は，教育改善委員会と教育点検評価委員会である(資料９－１－①―２～３参照)。例えば，

教育改善委員会は，授業参観研修会の開催，授業参観研修会の取りまとめにあたっている(資料６－

１－①－11参照)。ＦＤ活動は，これらの組織が協力して行っている。 

 新任教員に対して，着任後，校務の中心となる教務，学生，寮務の３主事による新任教員研修会を

行っている。また，国立高等専門学校機構主催による新任教員研修会にも派遣している（資料９－２

－①―１～２）。 

 具体的なＦＤ活動例として，以下のものがあげられる。 

 （１）教員による授業参観の実施 

平成15年度より，全教員の参加による授業参観を実施している(資料９－２－①―３)。各教員

は参観した授業について参観報告書を提出し，後に，学科ごとに授業参観研修会を開いている。 

 （２）授業参観研修会の実施 

上記（１）に対応して，平成15年度より授業参観報告書で報告された内容について授業実施者

と参観者とが互いの教育観や授業観を討論する授業参観研修会を開いている (資料９－１－⑤―

３参照)。 

 （３）外部講師を招聘しての講演 

教育改善委員会は教員の教育能力向上のために，外部から講師を招いて講演・討論会を実施し

ている（資料９－２－①―４）。 

 

観点９－２－① 資料一覧 

資料９－２－①－１ 学内新任教員研修の案内   （出典：教務主事通知） 

資料９－２－①－２ 機構新任教員研修の案内   （出典：総務課資料） 

資料９－２－①－３ 授業参観・研修会実施の案内  （出典：教育改善委員会） 

資料９－２－①－４ 講演会資料     （出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－２－①－１ 

学内新任教員研修の案内 

 

学生主事殿 

寮務主事殿 

                             教務主事 

 いつも新任教員へは３主事が研修・オリエンテーションを行っています。 

今年は昨１１月赴任の■■■■■■が対象です。教務では４月にはじめて授 

業担当が開始されることもあり、次の内容で４月９日に学内の新任研修・ 

オリエンテーションを３０分ほど実施します。 

（１）学生便覧の説明 

（２）シラバスや基本教育目標等の説明 

（３）成績評価等「申し合わせ」の説明 

（４）試験・遅刻早退等授業の実際での説明と質疑応答 

（５）その他 

 

両主事におかれましても、■■■■と時間を調整して独自に新任研修を 

行ってくださるようお願いします。（すでに実施済みの場合は結構です。） 

以上 

 

---- 

 

 

（出典：教務主事通知） 

 

資料９－２－①－２ 

機構新任教員研修の案内 

 

Date: Tue, 17 Apr 2007 17:26:32 +0900 

Subject: 平成１９年度高等専門学校新任教員研修会について 

 

制御情報工学科 ■■ 様 

 

いつもお世話になっております。 

標記のことについて、下記日程のとおり開催予定となっております 

ので、予めご連絡いたします。 

研修会の詳細については、後日ご連絡予定です。 

 

 

開催日程：平成１９年８月２２日（水）～８月２４日（金） 

会  場：独立行政法人  

     国立オリンピック記念青少年総合センター 

     東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

 

 

 

（出典：総務課資料） 
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資料９－２－①－３ 

授業参観・研修会実施の案内 

教員各位                      H19.6.12 

                          教務主事 

                          教育改善委員会 

 

日頃より、教育改善についての理解と協力、そして実施に感謝いたしま  

す。 

そのひとつとして、今年度も授業参観および研修会を企画しました。 

つきましては、添付しました要項に従って実施いたしますのでよろしく 

ご協力をお願いいたします。 

主な内容は次の通りです。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

 

【授業参観の目的】 

 他の教員の授業を参観し、意見交換をすることで、教授方法を改善し、 

分かりやすい授業を行い、学生の学力向上に資することを目的とする。 

次の３点にまとめられる。 

１．他の教員の授業を見ることにより、優れているところ、問題なところ 

 を意識し、自分の授業の改善に役立てる。 

２．他の教員に見られることにより、自分の授業の分かりにくいところ、 

 問題なところを指摘してもらい、自分の授業の改善に役立てる。 

３．授業参観研修会を行うことで、報告書だけでは、伝わらない部分に 

 ついても議論することができ、また、他の教員の教授方法に関する 

 ノウハウを吸収することができる。 

【期間】 

 年１回で、期間は６月２５日（月）～７月１３日（金）の３週間 

【対象授業】 

 「全科目、全教員対象で２回以上の参観」という従前のやり方に加え、 

指名教員（後日連絡）の授業を１回は参観 

【事後】 

 参観後の「参観報告書」の提出や「研修会」の開催は昨年通りだが、 

提出書類の様式等に若干変更あり 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

 

以上 

（出典：教育改善委員会） 
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資料９－２－①－４ 

講演会資料 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 教員のＦＤ活動のための組織として，教育改善委員会，教育点検評価委員会が設置されている。こ

れらの組織が中心となって，学生授業アンケート，授業参観研修会，外部講師による講演会等が実施

されており，教員の教育内容や教育方法の改善が行われている。以上より，ファカルティ・ディベロ

ップメントが組織的にかつ適切に実施されていると判断される。 

 

 

観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び

付いているか。 

（観点に係る状況） 

 平成18年度の授業参観研修会について教育改善委員会が総括を行った。その結果，今後授業を実施

・改善する上で有意義であったとの意見が報告された(資料９－２－②―１，資料９－１－⑤－３参

照)。新任教員対象のオリエンテーションは，新任教員の教育活動への不安を解消するのに役立って

いる。これらのFD活動の成果については，授業アンケートの「授業の理解度」の集計結果より読み取

れるように，年々成果が上がっていることを確認できる(資料９－２－②―２)。 

 

観点９－２－② 資料一覧 

資料９－２－②－１ 授業参観・研修会の総括（抜粋） （出典：教育改善委員会資料） 

資料９－２－②－２ 授業の理解度の推移    （出典：教育改善委員会資料） 

 

資料９－２－②－１ 

授業参観・研修会の総括（抜粋） 

 

 

平成１８年度授業参観・研修会の総括 
                                  教育改善委員会 

４．参観の概要  

 

（１）参観授業について 

 

授業内容については、それぞれの先生が個性的な授業をおこなっている。学生によく質

問し答えさせる授業、板書がとても見やすい授業、ユーモアにあふれた授業、いろいろな

道具を用いて多面的に理解させる授業、学生にてきぱきと指示して必要なことを楽しく、

良い雰囲気で行わせる授業、日本語を使わないで英語ですべて進める授業など、とてもす

ばらしい授業がなされており、参観した教員もとても参考になったと報告している。 

 

５．まとめ 

多くの教員が非常に丁寧な授業を行っており、よりよい授業を目指して努力している。

そういう中で、授業参観と研修会は、教員相互の間に、良い刺激を与えており、授業改善

に役立っていると考えられる。これからも、授業参観および研修会をより実りあるものに

していきたい。 

 

（出典：教育改善委員会資料） 
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資料９－２－②－２ 

 

授業の理解度の推移 
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（出典：教育改善委員会資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教務委員会，教育改善委員会，教育点検評価委員会の三つの組織が協力し合い，授業参観等の FD

活動を効果的に実施している。そのことは，授業アンケートの結果に現われている。以上，本校にお

けるファカルティ・ディベロップメントが教育の質の向上や授業の改善に結び付いていると言える。 

 

 (２) 優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・ 教育活動の実態を示す基礎的なデータや資料等が適切に収集されており，収集された基礎的

なデータや資料は教育改善に役立てられている。 

・ 学生による授業アンケートを定期的に実施している。各科目毎にまとめられたアンケート結

果は，各教員に示されており，授業改善に役立っている。このことからＰＤＣＡサイクルが機能

していると言える。 

・ 教員相互で授業参観を行い，参観した授業についてお互いに意見交換をして，授業改善に役

立てている。このことからＰＤＣＡサイクルが機能していると言える。 

・ 以上のように，ＦＤ活動を積極的に展開し，教育の質の向上と改善が図られている。 
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（改善を要する点） 

特になし 

 

 (３) 基準９の自己評価の概要  

教育活動の実態を示すデータとして，シラバス・使用教科書一覧，試験答案，成績評価シート等の

資料を適切に収集・蓄積する体制が整備され，適切に保管されている。また，これらのデータを用い

て評価，改善する機関として，教育点検評価委員会，教育改善委員会，教務委員会が整備されている。 

学生の意見を聴取するために，学習について「授業アンケート」，学生生活全般について「学生生

活実情調査」を実施し，学生の意見の聴取を行っている。聴取された結果については評価・分析を行

い，全教員及び学生に示されている。教員はこの結果にもとづいて教育の改善を図っている。 

学外関係者から意見を聴取する組織として外部評価会議，鶴岡高専技術振興会が整備されている。

さらに定期的に卒業生，地元企業へのアンケート調査を行い意見の聴取を行っている。学外関係者の

意見が教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されている。 

教育活動の点検・評価を行う組織として教育点検評価委員会，教育活動の改善対策を行う組織とし

て教育改善委員会，教育の計画を策定する組織として教務委員会が整備されている。これらの組織が

役割を分担し合って各種評価の結果を教育の質の向上，改善に結びつけているシステムが整備され，

教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が講じられている。 

学生による評価や教員相互の評価等を行って，教育活動の改善のための方策を重ねてきており，教

員の意識も深まってきている。また，学校としても教員の改善活動を把握している。 

専門科目一般科目を問わず，本校教員の研究成果は教育活動に還元されている。また，教員と協力

して研究活動を行う５年生の卒業研究，専攻科生の専攻科研究で，学生の研究・発表能力が向上し，

多くの成果があがっている。 

教員のファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ活動）のための組織として，教育改善委員会，教

育点検評価委員会が設置されている。これらの組織が中心となって，学生授業アンケート，授業参観

研修会，外部講師による講演会等が実施されており，教員の教育内容や教育方法の改善が行われてい

る。 

ＦＤ活動が教育の質の向上や授業の改善に結び付いていることは，授業アンケートの結果から読み

取れる。 

 


